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民法（相続法）の改正の概要

Ⅰ
�
改
正
ま
で
の
経
緯

平
成
30
年
7
月
6
日
、
民
法

及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
30
年

法
律
第
72
号
）
及
び
法
務
局
に

お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
30
年
法
律
第

73
号
）
が
成
立
し
た
（
同
年
7

月
13
日
公
布
）。

民
法
の
う
ち
相
続
法
の
分
野

に
つ
い
て
は
、昭
和
55
年
以
来
、

実
質
的
に
大
き
な
見
直
し
は
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
間

に
も
、
社
会
の
高
齢
化
が
更
に

進
展
し
、
相
続
開
始
時
に
お
け

る
配
偶
者
の
年
齢
も
相
対
的
に

高
齢
化
し
て
い
る
た
め
、
そ
の

保
護
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い

た
。

今
回
の
相
続
法
の
見
直
し

は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
情

勢
の
変
化
に
対
応
す
る
も
の
で

あ
り
、
残
さ
れ
た
配
偶
者
の
生

活
に
配
慮
す
る
等
の
観
点
か

ら
、
配
偶
者
の
居
住
の
権
利
を

保
護
す
る
た
め
の
方
策
等
が
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か

に
も
、
遺
言
の
利
用
を
促
進

し
、
相
続
を
め
ぐ
る
紛
争
を
防

止
す
る
等
の
観
点
か
ら
、
自
筆

証
書
遺
言
の
方
式
を
緩
和
す
る

な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
改
正
項

目
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
改
正
項
目
の
う
ち
本
稿

で
は
重
要
な
も
の
に
限
っ
て
紹

介
す
る
。

Ⅱ
�
民
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
等
の
概
要

1

配
偶
者
の
居
住
権
を
保
護

す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て

配
偶
者
の
居
住
権
保
護
の
た

め
の
方
策
は
、
大
別
す
る
と
、

遺
産
分
割
が
終
了
す
る
ま
で
の

間
と
い
っ
た
比
較
的
短
期
間
に

限
り
こ
れ
を
保
護
す
る
方
策

（
後
記
⑴
）
と
、
配
偶
者
が
あ

る
程
度
長
期
間
そ
の
居
住
建
物

を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
方
策
（
後
記

⑵
）
と
に
分
か
れ
て
い
る
。

⑴
配
偶
者
短
期
居
住
権
（
民
法

1
0
3
7
条
〜
1
0
4
1

条
）

①

居
住
建
物
に
つ
い
て
配

偶
者
を
含
む
共
同
相
続
人

間
で
遺
産
の
分
割
を
す
べ

き
場
合

配
偶
者
は
、
相
続
開
始

の
時
に
被
相
続
人
所
有
の

建
物
に
無
償
で
居
住
し
て

い
た
場
合
に
は
、
遺
産
分

割
に
よ
り
そ
の
建
物
の
帰

属
が
確
定
す
る
ま
で
の
間

又
は
相
続
開
始
の
時
か
ら

6
か
月
を
経
過
す
る
日
の

い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の

間
、
引
き
続
き
無
償
で
そ

の
建
物
を
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

②

遺
贈
な
ど
に
よ
り
配
偶

者
以
外
の
第
三
者
が
居
住

建
物
の
所
有
権
を
取
得
し

た
場
合
や
、
配
偶
者
が
相

続
放
棄
を
し
た
場
合
な
ど

①
以
外
の
場
合

配
偶
者
は
、
相
続
開
始

の
時
に
被
相
続
人
所
有
の

建
物
に
無
償
で
居
住
し
て

い
た
場
合
に
は
、
居
住
建

物
の
所
有
権
を
取
得
し
た

者
は
、
い
つ
で
も
配
偶
者

に
対
し
配
偶
者
短
期
居
住

権
の
消
滅
の
申
入
れ
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
配

偶
者
は
そ
の
申
入
れ
を
受

け
た
日
か
ら
6
か
月
を
経

過
す
る
ま
で
の
間
、
引
き

続
き
無
償
で
そ
の
建
物
を

使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

⑵
配
偶
者
居
住
権
（
民
法
1
0

2
8
条
〜
1
0
3
6
条
）

配
偶
者
が
相
続
開
始
時
に

居
住
し
て
い
た
被
相
続
人
の

所
有
建
物
を
対
象
と
し
て
、

終
身
又
は
一
定
期
間
、
配
偶

者
に
そ
の
使
用
又
は
収
益
を

認
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る

法
定
の
権
利
を
新
設
し
、
遺

産
分
割
に
お
け
る
選
択
肢
の

一
つ
と
し
て
、
配
偶
者
に
配

偶
者
居
住
権
を
取
得
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

ほ
か
、
被
相
続
人
が
遺
贈
等

に
よ
っ
て
配
偶
者
に
配
偶
者

居
住
権
を
取
得
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
に
す
る
。

配
偶
者
居
住
権
は
法
定
の

権
利
と
し
て
遺
産
分
割
お
よ

び
遺
贈
の
対
象
と
な
る
。
ま

た
、
第
三
者
対
抗
要
件
と
し

て
、
配
偶
者
居
住
権
の
設
定

の
登
記
を
行
う
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

2

遺
産
分
割
に
関
す
る
見
直

し
等

⑴
持
戻
し
免
除
の
意
思
表
示
の

推
定
規
定
（
民
法
9
0
3
条

④
）

婚
姻
期
間
が
20
年
以
上
で

あ
る
夫
婦
の
一
方
配
偶
者

が
、
他
方
配
偶
者
に
対
し
、

そ
の
居
住
用
建
物
又
は
そ
の

敷
地
（
居
住
用
不
動
産
）
を

遺
贈
又
は
贈
与
し
た
場
合
に

つ
い
て
は
、
民
法
第
9
0
3

条
第
3
項
の
持
戻
し
の
免
除

の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
も
の

と
推
定
し
、
遺
産
分
割
に
お

い
て
は
、
原
則
と
し
て
当
該

居
住
用
不
動
産
の
持
戻
し
計

算
を
不
要
と
す
る
。
す
な
わ

ち
、
当
該
居
住
用
不
動
産
の

価
額
を
特
別
受
益
と
し
て
扱

わ
ず
に
計
算
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

⑵
預
貯
金
の
仮
払
い
制
度
等
の

創
設
・
要
件
明
確
化

預
貯
金
の
仮
払
い
制
度
等

の
創
設
・
要
件
明
確
化
に
つ

い
て
は
、
大
別
す
る
と
、
家

事
事
件
手
続
法
の
保
全
処
分

の
要
件
を
緩
和
す
る
方
策

（
後
記
①
）
と
、
家
庭
裁
判

所
の
判
断
を
経
な
い
で
預
貯

金
の
払
戻
し
を
認
め
る
方
策

（
後
記
②
）
と
に
分
か
れ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
方
策
の
要

点
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。

①

家
事
事
件
手
続
法
の
保

全
処
分
の
要
件
を
緩
和
す

る
方
策

預
貯
金
債
権
の
仮
分
割

の
仮
処
分
に
つ
い
て
は
、

家
事
事
件
手
続
法
第
2
0

0
条
第
2
項
の
要
件
（
事

件
の
関
係
人
の
急
迫
の
危

険
の
防
止
の
必
要
が
あ
る

こ
と
）
を
緩
和
す
る
こ
と

と
し
、
家
庭
裁
判
所
は
、

遺
産
の
分
割
の
審
判
又
は

調
停
の
申
立
て
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
相
続
財

産
に
属
す
る
債
務
の
弁

済
、
相
続
人
の
生
活
費
の

支
弁
そ
の
他
の
事
情
に
よ

り
遺
産
に
属
す
る
預
貯
金

債
権
を
行
使
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

他
の
共
同
相
続
人
の
利
益

を
害
し
な
い
限
り
、
申
立

て
に
よ
り
、
遺
産
に
属
す

る
特
定
の
預
貯
金
債
権
の

全
部
又
は
一
部
を
仮
に
取

得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
す
る
。

②

家
庭
裁
判
所
の
判
断
を

経
な
い
で
、
預
貯
金
の
払

戻
し
を
認
め
る
方
策
（
民

法
9
0
9
条
の
2
）

各
共
同
相
続
人
は
、
遺

産
に
属
す
る
預
貯
金
債
権

の
う
ち
、
各
口
座
ご
と
に

以
下
の
計
算
式
で
求
め
ら

れ
る
額
（
た
だ
し
、
同
一

の
金
融
機
関
に
対
す
る
権

利
行
使
は
1
5
0
万
円
を

限
度
と
す
る
。）
ま
で
に

つ
い
て
は
、
他
の
共
同
相

続
人
の
同
意
が
な
く
て
も

単
独
で
払
戻
し
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

【
計
算
式
】

単
独
で
払
戻
し
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
額
＝

（
相
続
開
始
時
の
預
貯

金
債
権
の
額
）
×
（
3

分
の
1
）
×
（
当
該
払

戻
し
を
求
め
る
共
同
相

続
人
の
法
定
相
続
分
）

3

遺
言
制
度
に
関
す
る
見
直

し
⑴
自
筆
証
書
遺
言
の
方
式
緩
和

（
民
法
9
6
8
条
）

全
文
の
自
書
を
要
求
し
て

い
た
改
正
前
の
自
筆
証
書
遺

言
方
式
を
緩
和
し
、
自
筆
証

書
遺
言
に
添
付
す
る
財
産
目

録
に
つ
い
て
は
、
自
書
で
な

く
て
も
よ
い
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
財
産
目
録
の
各
頁

に
署
名
押
印
す
る
こ
と
を
要

す
る
。

自
筆
証
書
遺
言
の
本
文
を

自
書
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
が
、
本
文
以
外
の
財
産

目
録
を
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
預
貯
金
の
通
帳
及

び
不
動
産
の
登
記
事
項
証
明

書
等
の
写
し
を
財
産
目
録
と

し
て
添
付
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
る
。

⑵
法
務
局
に
お
け
る
自
筆
証
書

遺
言
の
保
管
制
度
の
創
設（
遺

言
書
保
管
法
）

①

法
務
局
に
お
け
る
遺
言

書
等
の
保
管
等
に
関
す
る

法
律
に
つ
い
て

法
務
局
に
お
け
る
遺
言

書
の
保
管
等
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
遺
言
書
保
管

法
」
と
い
う
。）は
、
法
務

局
に
お
い
て
自
筆
証
書
遺

言
に
係
る
遺
言
書
を
保
管

す
る
制
度
を
新
た
に
設
け

る
も
の
で
あ
る
。

②

法
務
局
に
お
け
る
遺
言

書
の
保
管
等
に
関
す
る
法

律
の
概
要

保
管
の
申
請
の
対
象
と

な
る
の
は
、
民
法
第
9
6

8
条
の
自
筆
証
書
に
よ
っ

て
し
た
遺
言
（
自
筆
証
書

遺
言
）
に
係
る
遺
言
書
の

み
で
あ
る
（
遺
言
書
保
管

法
第
1
条
）。ま
た
、遺
言

書
は
、
封
の
さ
れ
て
い
な

い
法
務
省
令
で
定
め
る
様

式
に
従
っ
て
作
成
し
た
無

封
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
遺
言
書
保
管
法

第
4
条
第
2
項
）。

遺
言
書
の
保
管
に
関
す

る
事
務
は
、
法
務
局
の
う

ち
法
務
大
臣
の
指
定
す
る

法
務
局（
遺
言
書
保
管
所
）

に
お
い
て
、
遺
言
書
保
管

官
と
し
て
指
定
さ
れ
た
法

務
事
務
官
が
取
り
扱
う

（
遺
言
書
保
管
法
第
2

条
、
第
3
条
）。

4

遺
留
分
制
度
に
関
す
る
見

直
し
（
民
法
1
0
4
2
条
〜

1
0
4
9
条
）

⑴
遺
留
分
減
殺
請
求
か
ら
遺
留

分
侵
害
額
請
求
へ
（
民
法
1

0
4
6
条
）

遺
留
分
減
殺
請
求
権
の
行

使
に
よ
っ
て
当
然
に
物
権
的

効
果
が
生
ず
る
と
さ
れ
て
い

る
現
行
法
の
規
律
を
見
直

し
、
遺
留
分
に
関
す
る
権
利

の
行
使
に
よ
っ
て
遺
留
分
侵

害
額
に
相
当
す
る
金
銭
債
権

が
生
ず
る
こ
と
に
す
る
。

⑵
支
払
期
限
の
猶
予
（
民
法
1

0
4
7
条
5
項
）

遺
留
分
権
利
者
か
ら
金
銭

請
求
を
受
け
た
受
遺
者
又
は

受
贈
者
が
、
金
銭
を
直
ち
に

は
準
備
で
き
な
い
場
合
に

は
、
受
遺
者
等
は
、
裁
判
所

に
対
し
、
金
銭
債
務
の
全
部

又
は
一
部
の
支
払
に
つ
き
期

限
の
許
与
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

⑶
遺
留
分
を
算
定
す
る
た
め
の

財
産
の
価
額
（
民
法
1
0
4

3
条
1
項
、
1
0
4
4
条
）

遺
留
分
を
算
定
す
る
た
め

の
財
産
の
価
額
＝
【
相
続
開

始
時
の
被
相
続
人
の
財
産
の

額
】＋【
相
続
人
に
対
す
る
生

前
贈
与
の
額（
原
則
10
年
以

内
※
）】＋【
相
続
人
以
外
の

者
に
対
す
る
生
前
贈
与
の
額

（
原
則
1
年
以
内
※
）】－

【
被
相
続
人
の
債
務
の
額
】

※
遺
留
分
権
利
者
に
損
害

を
与
え
る
こ
と
を
知
っ

て
贈
与
を
し
た
と
き

は
、
上
記
以
前
で
あ
っ

て
も
生
前
贈
与
の
額
に

含
ま
れ
る
（
民
法
1
0

4
4
条
1
項

改
正
な

し
）

5

相
続
人
以
外
の
者
の
貢
献

を
考
慮
す
る
た
め
の
方
策

（
民
法
1
0
5
0
条
）

相
続
人
以
外
の
被
相
続
人
の

親
族
が
、
無
償
で
被
相
続
人
の

療
養
看
護
等
を
行
っ
た
場
合
に

は
、
一
定
の
要
件
の
下
で
、
相

続
人
に
対
し
て
金
銭
請
求
（
特

別
の
寄
与
）
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
。

特
別
寄
与
者
が
支
払
い
を
受

け
る
べ
き
特
別
寄
与
料
の
額
が

確
定
し
た
場
合
に
は
、
当
該
特

別
寄
与
者
が
、
当
該
特
別
寄
与

料
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
被

相
続
人
か
ら
遺
贈
に
よ
り
取
得

し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
相
続

税
を
課
税
す
る
。
こ
の
場
合

に
、
相
続
人
が
支
払
う
べ
き
特

別
寄
与
料
の
額
は
、
当
該
相
続

人
に
か
か
る
相
続
税
の
課
税
価

格
か
ら
控
除
す
る
（
平
成
31
年

度
税
制
改
正
大
綱
）。

Ⅲ
�
民
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
期
日

1
�
遺
言
書
の
方
式
緩
和
（
前

記
Ⅱ
3
⑴
）
に
つ
い
て
は
、

2
0
1
9
年
1
月
13
日
か
ら

施
行
さ
れ
て
い
る
。

2
�
民
法
及
び
家
事
事
件
手
続

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
前
記
Ⅱ
2
、
4
、
5
）は
、

2
0
1
9
年
7
月
1
日
に
施

行
さ
れ
る
。

3
�
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